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ヨット・モーターボート総合保険 重要事項説明書
※申込書等への署名または記名・捺印は、この書面の受領印を兼ねています。

本紙は、「ヨット・モーターボート総合保険」の重要事項説明書です。
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
ご契約者と被保険者（補償を受けることができる方）が異なる場合は、本内容をご契約者から被保険者にご説明
ください。
ご契約いただく際は、パンフレット・申込書等でご案内しております補償内容等がお客様のご希望に沿った内容と
なっていることをご確認ください。ご希望に沿った内容でない場合は、代理店または東京海上日動（以下「弊社」
といいます。）までお申し出ください。
本紙はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、普通保険約款および特約条項
（以下「保険約款」といいます。）をご参照ください。ご不明な点は、代理店または弊社までお問い合わせください。

ヨット・モーターボート総合保険は、ヨット、モーターボート、水上バイク等の小型船舶を対象とし、
①船舶の不測かつ突発的な事故による損傷（船体条項）
②船舶の所有・使用・管理に起因する対人事故または対物事故による損害賠償責任（賠償責任条項）
③航行に起因する事故等による搭乗者の傷害（搭乗者傷害危険担保特約条項）
④搭乗者が遭難した場合の捜索救助費用（捜索救助費用担保特約条項）
を補償する保険です。
※上記①または②のどちらか一方は必ずご契約いただきますが、それ以外につきましては、ご希望されるものを選択してご契約くだ
さい。ただし、①のみの新規のご契約はできません。
また、保険の対象が水上バイクの場合は、②③④をすべてセットでご契約いただき、オプションとして①をご契約いただくことがで
きます。
※ヨット・モーターボート総合保険では、ご契約にあたり、保険対象船舶を船体の番号等により、一つ一つ特定させていただきます。

上表に掲げる以外の船舶および次のいずれかに該当する船舶は、この保険契約の保険対象船舶とすることができません。

＊1 営業用とは対価を得て人または貨物を運ぶ用途をいいます。
＊2 モーターボートには、水上バイクおよびゴムボート（エンジン付き）を含みます。

〈船舶の用途および船種〉
船舶の種類 トン数等

帆走ヨット トン数のいかんを問いません。

営業用＊1でない
モーターボート＊2

上記以外の船舶 総トン数5トン未満

①総トン数20トン未満
②総トン数20トン以上であって、次のすべての要件を満たすもの
・一人で操縦を行う構造のもの
・スポーツまたはレクリエーションの用のみに供するもの
・長さ24メートル未満のもの

・水中翼船
・ホバークラフト

・釣り船を除く漁船
・貨物の運搬を業とする船舶

・手こぎボート
・ゴムボート（エンジン付きは除きます。）

・作業船

1 商品の仕組み 契約
概要

2 保険の対象、基本となる補償、保険金額の設定方法等
契約
概要① 保険の対象

保険対象船舶は次のものに限ります。

マークの
ご説明

ご契約に際してご契約者にとって不利益となる事項等、
特にご注意いただきたい事項

保険商品の内容をご理解
いただくための事項

Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
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2022年10月1日以降始期用

※「保険約款」の内容については、東京海上日動のホームページ（www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/travel/yacht/covenant/）にてご参照
いただけます。
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保険対象船舶に搭乗中の人が遭難したことによって負担する捜索救助費用

賠償責任条項 （保険対象船舶の対人事故または対物事故による損害賠償責任の補償）
保険対象船舶の所有・使用・管理に起因して他人の生命・身体を害すること（対人事故）により、または他人
の財物を滅失・破損または汚損すること（対物事故）により、被保険者が法律上の賠償責任を負担すること
によって被る損害＊３
＊3 次の者が負担する賠償責任に限ります。

・記名被保険者・記名被保険者の同居の親族で保険対象船舶を使用・管理中の者
・記名被保険者の承諾を得て保険対象船舶を使用・管理中の者（修理・保管業者等を除きます。）
・記名被保険者の使用者（ただし、記名被保険者が保険対象船舶をその使用者の業務に使用している場合に限り
ます。）

搭乗者傷害危険担保特約条項（オプション）（保険対象船舶の航行に起因する事故等による搭乗者の死傷の補償）
保険対象船舶に搭乗中の人が、航行に起因する衝突・転覆・転落等の急激かつ偶然な外来の事故に
より、死亡し、もしくは後遺障害を被りまたは負傷して医師の治療を要したこと

捜索救助費用担保特約条項（オプション）（保険対象船舶の搭乗者の遭難時の
捜索救助費用の補償）

航行のための艤装品（各セール（メインセール、ジブセール。ただし、ゼノアジブ、スピネーカー、ストーム
ジブ等のレース時または荒天時のみに使用される特殊目的のセールおよび予備セールは除きます。）、
マスト、ラダー（舵）、船内エンジン、内燃機関備品（噴射弁、噴射管、接合設備、点火プラグ）、係船設備
（係船索、アンカー、アンカーチェインまたは索）等。）
および安全・救命設備（パルピット、船尾灯、ホーン、消火器、点火灯、発煙信号、発煙浮信号、救命浮環、ラ
イフライン、ライフジャケット（定員数分）等）をいいます。

標 準 機 器

装 備 品

付 属 機 器
ゼノアジブ、スピネーカー、ストームジブ等のレース時または荒天時のみに使用される特殊目的のセー
ル、予備セール、ビルジポンプ、気圧計、六分儀、レーダー、無線機、方向探知機、魚群探知機、測深儀、テレ
ビ、ステレオ、冷蔵庫、船外エンジン等をいいます。

一般備品･用具（ドライバー、レンチ、プライヤー、プラグレンチ、号鐘、時計、双眼鏡、晴雨計、ラジオ、コンパ
ス、マスト灯、前灯、げん灯、停泊灯、黒球、国際信号旗、海図、音響信号器具等。）
および居住用品（テーブル、寝台、厨房設備。ただし艇体に固定されていない物および通常の居住の用
に供さない物は除きます。）をいいます。

●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた
損害、傷害または費用
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害、傷害または費用
●核燃料物質やこれに汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する
事故によって生じた損害もしくは遭難によって生じた費用
●上記事由に随伴して生じた事故、遭難またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故、遭難 等

●差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害（消防、水難救助または避
難に必要な処置として行われた場合を除きます。）
●詐欺または横領によって保険対象船舶に生じた損害
●保険対象船舶に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
●故障損害
●エンジンの盗難（船体とともに盗取された場合、または艇庫内に保管されている間もしくは保管業者に寄託さ
れている間に生じた場合を除きます。）

各補償共通

船体条項

次のような損害、傷害または費用が保険金のお支払対象となります。

船体条項 （保険対象船舶に生じた損害の補償）

＊1 水上バイクの盗難による損害に対しては保険金をお支払いしません。
＊2 船体に定着または装備された標準機器・装備品および申込書に明記された装備品・付属機器が補償の対象となります。

② 基本となる補償 注意
喚起情報

契約
概要

保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。詳細は、「保険約款」を
ご参照ください。

沈没、座礁、座洲、衝突、火災、爆発、盗難＊1その他の不測かつ突発的な事故によって保険対象船舶の船体または船
体付属の機器・装備品＊2に生じた損害

ざ  　す

■保険金をお支払いする主な場合

ぎ　 　そ う

ごう　しょう

■保険金をお支払いしない主な場合
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●風災もしくは水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害（保険対象船舶が航行中に、または艇
庫内に保管されもしくは保管業者に寄託されている間に生じた場合を除きます。）
●ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人、同居の親族等が酒に酔った状態で保険対象船舶を操縦し
ている場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等を使用した状態で保険対象船舶
を操縦している場合に生じた損害
●ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人、同居の親族等が搭乗しまたはこれらの者が許諾した者が
操縦している場合において、保険対象船舶が法令に定められた船舶に乗船させるべき者に関する基準を満たさ
ないで操縦されているときに生じた損害 等

●被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償
責任を負担することによって被る損害
●弊社は、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
・保険対象船舶の搭乗者に対する損害賠償責任
・被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任
・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体障害に起因する損害賠償責任
・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊につき、その財物に対して正当な権利を有する者に対する
損害賠償責任 等

●被保険者の故意または重大な過失によって、その本人について生じた傷害
●被保険者が酒に酔った状態で保険対象船舶を操縦している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ド
ラッグ、シンナー等を使用した状態で保険対象船舶を操縦している場合に、その本人について生じた傷害
●被保険者が、保険対象船舶の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで保険対象船舶を操縦し
ている間に生じた傷害
●被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害 等

●被保険者の故意または重過失によって生じたその被保険者にかかわる捜索救助費用
●被保険者が酒に酔った状態で保険対象船舶を操縦している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ド
ラッグ、シンナー等を使用した状態で保険対象船舶を操縦している場合に生じたその被保険者にかかわる捜索
救助費用
●被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたその被保険者にかかわる捜索救助費用
●被保険者が、保険対象船舶の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで保険対象船舶を操縦し
た場合に生じた捜索救助費用 等

（この特約条項における被保険者とは、保険対象船舶の搭乗者および
操縦者をいいます。）搭乗者傷害危険担保特約条項

（この特約条項における被保険者とは、保険対象船舶の搭乗者および操
縦者をいいます。）捜索救助費用担保特約条項

③ お支払いする保険金 注意
喚起情報

契約
概要

この保険の普通保険約款、搭乗者傷害危険担保特約条項、捜索救助費用担保特約条項でお支払いする保険金は次の
とおりです。
※詳細は、「保険約款」をご確認ください。

船体条項 （保険対象船舶に生じた損害の補償）

保険金
●保険対象船舶に生じた損害に対して保険金をお支払いします。
【全損の場合】
保険対象船舶の時価額を保険金額を限度にお支払いします。
【全損以外の場合】
○次の①から④の費用の合計額から免責金額を控除した額をお支払いします。
①修理費（復旧に必要な修理費および損害発生の地からもよりの修理工場または弊社の指定する場所
までの曳航・運搬費用もしくは航行のための仮修理費用）

②事故発生時の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③事故につき損害賠償請求できる場合の権利の保全または行使に必要な手続きを行うために要した費用
④盗難にあった保険対象船舶を引き取るために必要な費用

えいこう

賠償責任条項
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※なお、１回の事故につき、お支払いする保険金は上記保険金を合計して１名につき１名あたり保険金額を限度と
し、お支払いする保険金の総額は１事故保険金額を限度とします。１名ごとの保険金の合計額が１事故保険金
額を超えるときは、１事故保険金額をそれぞれの方にお支払いすべき金額の割合で配分してお支払いします。

捜索救助費用担保特約条項（オプション）（保険対象船舶の搭乗者遭難時の捜索救助費用の補償）

捜索救助費用
●保険対象船舶に搭乗中の人が遭難したことによって負担する捜索、救助または移送するための費用のうち、社
会通念上その支出が妥当でかつ、保険金を支払うべき遭難と同様の他の遭難に対しても通常負担すると認め
られる金額を保険金額を限度にお支払いします。
●1回の遭難で2名以上の保険対象船舶に搭乗中の人が捜索、救助または移送するための費用を負担した場合に、
それぞれの方にお支払いすべき費用の合計額が保険金額を超えるときは、保険金額をそれぞれの方にお支払い
すべき費用の額の割合で配分してお支払いします。

搭乗者傷害危険担保特約条項（オプション）

死亡保険金
●保険対象船舶に搭乗中の方が、事故の日から180日以内に航行に起因する急激かつ偶然な外来の事故等に
よる傷害がもとで亡くなられた場合に、１名あたり保険金額の全額をお支払いします。

※死亡保険金受取人は、被保険者の法定相続人となります。

後遺障害保険金
●保険対象船舶に搭乗中の方が、事故の日から180日以内に航行に起因する急激かつ偶然な外来の事故等に
よる傷害がもとで後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて１名あたり保険金額の4％～100％を
お支払いします。

医療保険金
●保険対象船舶に搭乗中の方が、航行に起因する急激かつ偶然な外来の事故等により傷害を被り、その直接の
結果として、入院または通院した場合は、その期間に対し、１日につき１名あたり保険金額の1000分の１の額
をお支払いします（事故の日から180日が限度となります。）。

※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等＊1を常時装着した
日数についても、「通院した日数」に含みます。 

＊1 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースお
よび三内式シーネをいいます。

（保険対象船舶の航行に起因する事故等による搭乗者の
死傷の補償）

賠償責任条項 （保険対象船舶の所有・使用・管理に起因する対人事故または対物事故による損害賠償
責任）

保険金
●次の①から④の合計額から免責金額を控除した額を保険金額を限度にお支払いします。
①損害賠償金
②事故発生時の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③事故につき損害賠償請求できる場合の権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
④損害の発生または拡大の防止のための措置を行った後に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合
は、その措置のためにかかった費用のうち、応急手当、護送、診療等に要した緊急措置の費用およびあらかじ
め弊社の書面による同意を得て支出した費用

●損害賠償に関する争訟について、次の費用をお支払いします。ただし、損害賠償金の額が保険金額を超える場合
は、保険金額の損害賠償金に対する割合を乗じたものをお支払いします。
・弊社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用または
その他権利の保全・行使に必要な手続きを行うために要した費用

争訟費用

○保険金額（保険金額が時価額を超えるときは、時価額とします。）を限度とします。また、保険金額が時価額
に満たない場合は、次の計算式により保険金を算出します。

保険金＝【損害額－免責金額】×
保険金額
時価額
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⑤ 保険金額の設定 契約
概要

この保険の保険金額の設定については以下の点にご注意ください。

１年未満 ３年以上
４年未満

４年以上
５年未満

２年以上
３年未満

１年以上
２年未満

使用年数

減価率

残価率 100％

0

70％

30％

60％

40％

50％

50％

40％

60％

５年以上
６年未満

30％

70％

６年以上

20％

80％

１年未満 ３年以上
４年未満

４年以上
５年未満

２年以上
３年未満

１年以上
２年未満

使用年数

減価率

残価率 100％

0

70％

30％

50％

50％

30％

70％

20％

80％

５年以上

10％

90％

〈汎用小型のヨット・モーターボートの場合〉

〈水上バイクの場合〉

船齢が高く計算上の残価率が40％未満となる場合でも、良好にメンテナンスされている場合は、残価率を40％（水
上バイクは30％）まで引き上げることが可能です。

●船体条項の保険金額は、保険対象船舶の時価額に基づいて設定してください。これらの金額を超えて保険金額を
設定しても、これらの金額を超えて保険金は支払われません。また、保険金額が時価額に満たない場合は、保険金
のお支払いがその満たない割合に応じて削減されますのでご注意ください。
●時価額は、再調達価額から、使用損耗による減価分を控除して決定します。
大型ヨット、キャビン付ヨット、その他オーダーメイドの艇については、年3％から5％の減価率を見込んで、時価額を
算出してください。それ以外の艇については次表を参考に時価額を算出してください。

船体条項の保険金額の設定
※実際にご契約される保険金額については、申込書にてご確認ください。

④ 主な特約 契約
概要

※詳細は、「保険約款」をご確認ください。
この保険にセットできる主な特約条項は次のとおりです。

●風水害危険担保特約条項（船体条項の特約条項）（オプション）
この保険の普通保険約款では、風災もしくは水災によって生じた船舶の損害は、航行中または艇庫内に保管中もし
くは船舶の保管業者に寄託中に生じた場合のみ補償の対象となりますが、この特約条項をセットするとこれら以外
の場合でも補償の対象となります。
●風水害危険不担保特約条項（船体条項の特約条項）（オプション）
風災もしくは水災によって生じた船舶の損害について、航行中を除いて保険金支払いの対象としない特約条項で
す。
●協定保険価額特約条項（船体条項の特約条項）（オプション）
保険契約申込み時に保険対象船舶の時価額を評価して、その額を保険証券に記載して協定する特約です。保険金
額は協定した時価額と同額としてください。
この特約条項をセットした場合、保険対象船舶について発生した損害に対しては次のとおり保険金をお支払いしま
す。
【全損の場合】
保険証券記載の保険価額（協定した時価額）をお支払いします。
【全損以外の場合】
保険金額を限度に保険対象船舶に生じた損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を保険金としてお
支払いします。
保険対象船舶の時価額の評価に際しては、資産台帳、売買契約書等から取得価格、経過年数等をご確認いただき適
切な時価額を算出してください。
●死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約条項（搭乗者傷害危険担保特約条項の特約条項）（オプション）
搭乗者傷害危険担保特約条項において医療保険金をお支払いの対象とせず、死亡保険金および後遺障害保険金の
みを保険金のお支払いの対象とする特約条項です。
●搭乗者の範囲に関する特約条項（搭乗者傷害危険担保特約条項および捜索救助費用担保特約条項の特約条項）
（オプション）
保険対象船舶に牽引されているバナナボート、パラセールその他これらに類するレジャー用遊具等で非自航式のも
の（牽引を動力とするレジャー用遊具等に限ります。）への搭乗者も搭乗者傷害危険担保特約条項および捜索救助
費用担保特約条項の補償の対象とする特約条項です。
※上記以外の特約条項をセットされる場合は、別途その特約条項の概要が説明されている企画書、パンフレットまたは
特約条項等をあわせてご確認ください。
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●1名あたりの保険金額と1事故あたりの保険金額を設定いただきます。
●1回の事故について1名あたりの保険金額は死亡のときの支払額および後遺障害の場合のお支払いの最高額と
なります（ただし、１回の事故について、お支払いする保険金の合計額が１事故あたりの保険金額を超えるときは、
１事故あたりの保険金額がお支払いの上限となります。）。

捜索救助費用担保特約条項の保険金額の設定
●保険金額は１回の事故につき50万円、100万円、200万円のいずれかで設定してください。

搭乗者傷害危険担保特約条項の保険金額の設定

⑥ 保険期間および補償の開始・終了時期 注意
喚起情報

契約
概要

保険期間は、原則として1年間です。弊社の保険責任は、始期日の午後4時＊1に始まり、満期日の午後４時に終わります。
＊1 申込書に異なる時刻が記載されている場合は、その時刻から開始します。

③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意
喚起情報

3 保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約
概要① 保険料の決定の仕組み

※具体的な保険料の額や、お選びいただける払込方法等、詳細は代理店または弊社までお問い合わせください。

※実際にお客様に払い込みいただく保険料については、申込書にてご確認ください。

この保険の保険料は保険対象船舶の種類（ヨット、モーターボートまたは水上バイクのいずれであるか）、保険対象船
舶の大きさ（ヨットでは艇長、モーターボートおよび水上バイクでは馬力）および営業用であるか否かや過去の損害発
生状況等により決定されます。

（１）保険料は、保険証券に記載の払込期日までに払い込みください。
（２）保険証券に払込期日の記載がない場合は、保険料は、ご契約と同時に払い込みください。

※払込期日までに保険料の入金がない場合は、その払込期日後に起きた事故による損害に対して保険金をお支払い
できないことや、ご契約が失効したり、ご契約を解除させていただくことがあります。
※保険証券に払込期日の記載がない場合において、ご契約と同時に保険料の入金がないときは、弊社が保険料を領収す
る前に生じた事故による損害、傷害または費用に対しては保険金をお支払いできません。また、保険期間の初日の属す
る月の翌月末までに保険料の入金がない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。

② 保険料の払込方法等 注意
喚起情報

契約
概要

保険料の払込方法は、ご契約時に全額を払い込む「一時払」と、複数の回数に分けて払い込む「分割払」があります。「分割
払」の場合は、保険料が割増となることがあります。

4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金および契約者配当金はありません。

契約
概要

※実際にご契約される保険期間については、申込書にてご確認ください。

●船体条項の免責金額
船体条項の補償は、1事故につき、保険金額に応じて次表の金額以上の免責金額の設定をお願いしています。
※免責金額は全損事故の場合は適用されません。

●1,000万円、2,000万円、3,000万円等、1回の事故につき必要と思われる金額を基準に設定してください。
賠償責任条項の保険金額の設定

〈免責金額〉
保険金額
70万円以下

70万円超100万円以下
100万円超

ヨット、モーターボートの場合
5万円
7万円
10万円

水上バイクの場合

10万円

 Ⅰ.
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7

1 告知義務

2 クーリングオフについて

Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項

申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項（告知事項）です。ご契約時に告知事項について正確
にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合
は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※弊社の代理店には、告知受領権があります。

上記期間内（8日を経過するまでの消印有効）
に、記入例をご確認のうえ、右記のクーリングオ
フ受付係あてに必ず郵便（消印有効。普通便で
可。）または弊社ホームページ
（www.tokiomarine-nichido.co.jp）経由（発
信日有効）で通知ください。

＊1 申込書控の右上に記載しております。
＊2 保険料領収証の右上に記載しております。証券番号が不明の場合にご記入ください。

保険期間が1年を超えるご契約の場合は、ご契約のお申込み後であっても、ご契約の申込日または本書面の受領日いずれ
か遅い日から起算して8日を経過するまでであれば、ご契約の撤回・解約（クーリングオフ）を行うことができます。
●既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出
の効力は生じないものとします。
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注意
喚起情報

注意
喚起情報

注意
喚起情報

■クーリングオフできる場合

■クーリングオフの方法

  
  

郵便はがき 下記の保険契約を
クーリングオフします。
申込人住所
氏名
電話 自宅         （     ）
　　 勤務先      （     ）
・申込日：
・保険種類：
・証券番号＊1：
（領収証番号＊2：　　　  ）
・ご契約の営業店：
・ご契約の代理店：

印

三
町
所
供
御
区
多
博
市
岡
福
県
岡
福

－

一
十
二

 

　
階
二

　
　
　
　
　

東
京
海
上
日
動
事
務
ア
ウ
ト
ソ

シ
ン
グ（
株
）内

東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
株
式
会
社

ク

リ
ン
グ
オ
フ
受
付
係

8 1 2 8 6 8 4

行

〈記入例〉

ご契約の代理店ではクーリングオフのお申
出を受けることはできません。

3 補償の重複に関するご注意
•補償内容が同様の保険契約（特約や弊社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合は、補償が重複することがありま
す。
•補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保
険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。 

次のご契約はクーリングオフできませんので、ご注意ください。
●保険期間が1年または1年に満たないご契約
●営業または事業のためのご契約
●法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
●金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約
（保険金請求権に質権が設定されたご契約等） 等

クーリングオフされた場合は、既に払込みいただいた保険料は、すみやかにお客様にお返しいたします。また、代理店また
は弊社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。

■ご返金について

■クーリングオフできない場合

ご契約を解約される場合は、保険期間の始期日からご契約の解約日までの期間に相当する保険料を、日割りでお支払
いいただくことがございます。



1 通知義務
ご契約後に申込書等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更が生じた場合は、遅滞なくご契約の代理店または弊社
にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。

2 解約される場合

※なお、保険対象船舶がヨット・モーターボート総合保険でお引受けできないものとなった場合は、ご契約を解除させていただくことがあり
ます。

※通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所などを変更した場合にもご契約の代理店または弊社にご連絡ください。

ご契約を解約される場合は、ご契約の代理店または弊社までご連絡のうえ、書面でのお手続きが必要です。

•ご契約内容および解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させ
ていただくことがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
•返還される保険料があっても、払込みいただいた保険料の合計額より少ない金額となる場合があります。
•ご契約者からのお申出による解約の場合は、保険料を解約日以降に請求させていただくことがあります。

Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項

Ⅳ その他ご留意いただきたいこと

8

注意
喚起情報

1 個人情報の取扱い
弊社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報
を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、
他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケ
ート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行う
ことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシテ
ィブ情報）の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な
運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、
業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、
保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提
供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするた
めに、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同
して利用すること
③弊社と東京海上グループ各社または弊社の提携先企業等との
間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用する
こと
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するた
めに、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務
手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供す
ること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図る
ために、被保険者の保険金請求情報等（過去の情報を含みま
す。）をご契約者に対して提供すること
詳しくは、弊社ホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)
をご参照ください。

注意
喚起情報

契約
概要

2 ご契約の取消し・無効・重大事由による
　解除について
•ご契約時にご契約者または被保険者に詐欺または強迫の行為が
あった場合は、弊社はご契約を取り消すことができます。

•ご契約時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人
に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合は、ご契約
は無効になります。
•以下に該当する場合は、弊社はご契約を解除することができま
す。この場合は、全部または一部の保険金をお支払いできない
ことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が弊社に
この保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として
損害、傷害または費用を生じさせた場合
・ご契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的
勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者または
保険金を受け取るべき者に詐欺の行為があった場合　　　等

3 保険会社破綻時の取扱い等
•引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険金、返れい金等
の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあ
ります。
•引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人あるいは「小規
模法人＊1」、またはマンション管理組合である場合は、この保険
は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れ
い金等は、原則として80％＊2まで補償されます。

＊1 破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国
法人（日本における営業所等が締結した契約に限る）が対象です。

＊2 破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保
険事故に関わる保険金については100％まで補償されます。

注意
喚起情報

注意
喚起情報
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4 先取特権
賠償責任条項において、被保険者に対して損害賠償請求権を有す
る保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請
求権（費用保険金に関するものを除きます。）について、先取特権
を有します（保険法第22条第1項）。「先取特権」とは、被害者が保
険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける
権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た
金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求いただく
ことができます（保険法第22条第2項）。
このため、弊社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除
き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行って
いる場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認
できる場合
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金
を支払う場合

5 その他契約締結に関するご注意事項
•この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者との示
談交渉を行う「示談交渉サービス」を行いません。
　被保険者が賠償責任を負う事故が発生した場合は、弊社とご
相談いただきながら、被保険者ご自身で被害者との示談交渉
をすすめていただくことになります。
•弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契
約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして
弊社代理店と有効に成立したご契約については弊社と直接締結
されたものとなります。
•ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれ
の引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の
責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代
理・代行を行います。
•この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次
のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に
基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引
いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険
金をお支払いします。

•質権を設定される場合は、特段のお申し出がない限り、ご契約者
と質権者との間で保険証券は質権者が保管するとの合意があっ
たものとして、質権者に証券（本紙）を送付いたしますので、ご了
承ください。
•保険金額が一定金額を超えるご契約等につきましては、「テロ危
険不担保特約条項」をセットしてお引受けすることとなります。
詳細は、代理店または弊社までお問い合わせください。

•申込書等を代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の始
期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の
始期までに代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日ご
契約手続の経緯について確認させていただくことがあります。

6 事故が起こったとき
事故が発生した場合は、遅滞なく＊1ご契約の代理店または弊社に
ご連絡ください。
＊1 搭乗者傷害危険担保特約条項および捜索救助費用担保特約条項に

ついては、事故発生の日からその日を含めて30日以内とします。

（１）賠償事故に関わる示談交渉は必ず弊社とご相談いただき
ながらおすすめください。
なお、あらかじめ弊社の承認を得ないで賠償責任を認めた
り、賠償金等を支払われた場合は、被保険者に法律上の損
害賠償責任がないと認められる額について保険金をお支
払いできないことがありますのでご注意ください。

（2）保険金のご請求にあたっては、「保険約款」に定める書類のほ
か、次の書類をご提出いただく場合があります（その他事故の
状態に応じて必要な書類をご提出いただく場合がありま
す。）。
・損害額を証明する書類（被害が生じた物の価額を確認でき
る書類、修理等に必要とする費用の見積書、既に支払がなさ
れた場合はその領収書および被害が生じた物の写真や画
像データを含みます。）
・保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている
場合において、被保険者に保険金を支払うときは、質権者ま
たは譲渡担保権者からの保険金支払指図書
・被保険者が死亡した場合は、被保険者の除籍および被保険
者すべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
・保険金をお支払いする場合に該当することを証明する書類
（被保険者の登記簿謄本、戸籍謄本、印鑑証明、会社案内、
請負契約書、業務委託契約書等）
・事故の原因・状況および被害の程度・金額を確認できる書類
（公の機関が発行する事故証明書、被保険者の事故報告書、
事故現場の写真、図面、被害物の写真、価額を確認できる書
類、修理費用等の見積書、被害者の診断書、被害者の休業
損害・逸失利益算定の基礎となる収入の額を示す書類等）
・被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその
金額を証明する書類
・争訟費用等の費用の支出を証する領収書または精算書
・被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾
があったことおよびその金額を証明する書類
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うため
の同意書
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書
等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類

（3）保険金請求権には、時効（3年）がありますのでご注意くださ
い。

注意
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東京海上日動火災保険株式会社
平 日
土・日・祝日

受付時間： 午前9時～午後6時

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター（指定紛争解決機関）

IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
平 日受付時間： 午前9時15分～午後5時
（土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。）

通話料
有料

午前9時～午後5時（年末年始を除きます。）

保険の内容に関するご不満・ご要望のお申出はお客様相談
センターにて承ります。

0120-650-350

0570-022808弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解
決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約
を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、
同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。
（https://www.sonpo.or.jp/)
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本紙で用いる用語解説
契約者
保険契約の当事者（保険料を払い込みいただく方）であり、保険契約上
のさまざまな権利を有し、義務を負います。「保険約款」には、「保険契約
者」と記載されています。

被保険者
補償を受けることができる方をいいます。

保険対象船舶
保険の対象とされるヨット、モーターボート等のことをいいます。

記名被保険者
ご契約時に補償を受けられる方として申込書に明記された方のことをい
います。

時価額
保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または
再取得するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いた金額を
いいます。

保険金額
ご契約金額のことをいいます。

免責金額
お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をい
い、免責金額は被保険者の自己負担となります。

再調達価額
保険対象船舶と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得す
るのに要する額をいいます。市場取引価格等を参考に決定します。

解除
弊社からの意思表示によって保険契約の効力を失わせることをいいま
す。

www.tokiomarine-nichido.co.jp
東京海上日動のホームページのご案内

「ヨット・モーターボート総合保険　　　　　　　の約款（普通保険約款、特約条項）」の提供方法について、「Web約款（約款を弊社ホー
ムページ上で閲覧いただく方法）」または「冊子での送付」をご選択ください。

詳しい補償内容については約款に記載していますので、必要に応じて弊社のホームページで
ご参照いただくか、代理店または弊社までご請求ください。ご不明な点等がある場合は、代理
店または弊社までお問い合わせください。


